
 

（ 別 紙 ） 

＜個人情報取扱事務の開始・変更手続のフロー図＞ 

所管課等  情報化推進室  国の委員会 
     

取扱事務の開始・変更の企画 

〇 保有する個人情報の範囲の確

定（必要最小限） 

〇 事業スキームの構築 

〇 安全管理措置の構築 

 随時相談（任意） 

〇 個人情報保護制度について 

〇 法令等について 

〇 個人情報取扱事務について 

  

     
事前協議書の作成 

〇 事業概要の準備 

〇 個人情報管理責任者による安

全管理措置の確認 

    

     
事前協議書の提出 

〇 １か月前まで（審議会への諮

問を行う場合、３か月程度の期

間が必要） 

  事前協議・助言 

〇 個人情報取扱事務の把握 

〇 安全管理措置の確認 

〇 委員会照会・審議会意見 

 

     
照会不要 照会必要  委員会への照会  助 言 

〇 法令等の解釈     

審議会への諮問の要否検討  委員会からの回答受理  
     

不 要 必 要     
     

 審議票作成    

    

 審議票の提出  事前協議・助言  本市の審議会 

     
  諮 問    審 議 

     

取扱事務の開始・変更の決定    答 申 

     
開始・変更 再検討     

     
個人情報取扱事務帳簿の作成  個人情報取扱事務帳簿の公表   

     
1,000 人未満 1,000 人以上     

     
  個人情報ファイ

ル簿の作成 
 個人情報ファイル簿の公表   

      
開始・変更の実施  審議会への取扱状況の報告  取扱状況の確認 

      

委員会への照会・審議会への諮問を検討する事例 

〇 目的外利用・提供における「相当の理由」「特別の理由」 
〇 要配慮個人情報（センシティブ情報）の電子計算機処理 
〇 法令等の解釈が明らかになっていない事案 等 


